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・ 外科医の
負担軽減

・ 移植手術

の増加に対
応可能

・手術実施数
の増加

補助

臓器移植実施体制推進支援事業

厚 生 労働省

移植実施におけるプロセス

【事前調整】

・ 移植打診を受諾するか判断
・ ドナー臓器の適応の評価
・ 手術室や手術室の人員調整
・ レシピエントに移植を受諾する

か確認

②退院～外来での経過観察

・ 退院支援、移植に特有の手続き
・ 退院後早期は頻回の通院（合併症

や拒絶反応のリスクが高い）

・ それ以降は数ヶ月に一度程度の
通院（合併症や拒絶反応リスクが低い）

【臓器の摘出～搬送】

・ 移植実施施設において臓器摘出
チームを結成し、臓器提供施設
へ派遣

・ 臓器摘出チームが臓器提供施設
で摘出手術を実施した上で、臓
器を自施設へ搬送

【手術後】

①移植手術～院内での術後管理

・ 移植実施施設で移植手術実施
・ 術後ICU管理（２－３週間程度）
・ 術後一般病棟での管理（１ヶ月

程度）
・ リハビリーテーション実施

〈実施主体〉
医療法人等
（移植実施施設）

〈補助率〉
定額
（１０／１０相当）

他院による摘出
代行があれば移
植された可能性
のある打診数

２１６

手術室や人員
等の調整不可
による辞退数

２５７

肺移植における
指標（半年間）※1

※1 R6年10月～R7
年3月の提供事
例64例における
移植打診数や移
植辞退数。日本臓
器移植ネットワー
クのデータを厚
生労働省移植医
療対策推進室に
て加工。

ICU受入不可
による辞退数

30

全辞退数

343

移植後外来は内
科的管理が主体
となるため、内
科医が実施する
ことが望ましい

移植実施
推進施設
（仮称）

各課題に対応するための事業内容

①移植実施施設間の摘
出実施体制の構築

移植外科医と内科医の連絡会議等を開催し、術後の内
科的管理を院内の内科医中心に行うことにより、術後
管理の質の向上を図りつつ、外科医の負担を軽減する

地域の医療機関に対して、定期的な連絡会議や研修会、
移植外科医・内科医等の受入を実施することで、地域の
医療機関との連携体制を構築する

他院医師による摘出手術の代行により、移動負担の軽
減と、自院レシピエント手術への外科医配置が可能

以下の取組を実施
①移植実施施設間の摘出実施体制の構築、摘出手術の調整

②移植内科医や連絡調整者の養成・配置

③地域の医療機関と連携体制を構築し、患者の紹介や移植
医療関係者の養成等を実施

外来
診療部

手術室
ICU

事業実施担当部署

移植発生時に備えた
各ユニットとの調整（②）

外科医以外を配置（②）

地域の医療機関（非移植実施施設）

臓器提供施設

他の移植実施施設

臓器摘出代行
（①）

摘出チーム
の結成（①）

・臓器不全患者紹介（③）
・移植適応等の相談（③）

・移植後患者の紹介（③）
・移植後内科管理に関する

教育（③） 等
移植外科医等の
受入（③） 等

課題

移植打診が集
中し、手術室の
調整不可

移植の打診対
応で24時間
365日待機

移動時間や夜間
業務中心のため
負担が大きい

摘出手術に派
遣する外科医が
不足

ICUや一般病棟
管理を外科医中
心に行うため、移
植業務に割く時
間が減少

移植実施推進施設（仮称）

②院内の内科医や連絡
調整者等の養成・配置

③地域の医療機関との連
携体制構築・移植医療
に関する教育の実施

事業スキーム

院外連携体制の構築

院内体制の整備

（→対応策①）

（→対応策②）

（→対応策②）

（→対応策②・③）

⚫ 一定の実績がある移植実施施設に対する支援として、臓器移植実施体制推進支援事業を実施する。（予算額：4.7億）

⚫ 具体的には、以下の①～④の事業を実施する施設を「移植実施推進施設（仮称）」に認定し、必要な経費に対して補助を行う。

①「移植実施推進施設（仮称）」が中心となり、近隣の移植実施施設と協力して臓器摘出チームを結成し、近隣の臓器提供施設

でドナーが発生した際に、当該チームが臓器の摘出等を代行

②自施設の移植に携わる他職種を養成し、移植外科医とその他の職種が連携して、移植に係る業務を実施する体制を整備

③移植が必要な患者が適切なタイミングで移植実施施設に紹介され、術後は再び地域でフォローアップされるよう、地域の医

療機関に対する教育や情報提供を実施

④他の移植実施施設における移植外科医や内科医等を自施設に受入れ、実地教育を実施

⚫ 今後は、公募を経て、「移植実施推進施設（仮称）」を選定し、事業を開始する予定。
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（一部修正）

令和7(2025)年12月2４日
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